
相談者→市

変更相談

（市→相談者）
審査の上、取扱いを回答

工事完了報告
※ 軽微な変更の内容を記載

軽微な変更

変更認定申請(法第8条)が必要 該当箇所の工事着手 工事完了報告

相談者→登録住宅性能評価機関

取扱いを確認

…相談者の作業

該当箇所の工事着手

新築工事中の場合

工事完了後の変更の場合

維持保全状況報告書の提出
※変更箇所の写真を添付

変更認定申請
※要手数料

変更手続きの流れ

START ・長期使用構造等について
変更申請or軽微な変更

・建築確認について
計画変更or軽微な変更


